
日本の航空会社のフライト一部運休，ＮＺからの国際トランジット可能措置の延長（新型コ

ロナウイルス関連） 

 

【ポイント】 

●日本航空（ＪＡＬ）は，羽田・シドニー線，成田・メルボルン線の一時運休を発表しまし

た。羽田・シドニー線の運休期間は，羽田発が３月３１日（火）～４月３０日（木），シド

ニー発が４月１日（水）～５月１日（金）となります。 

●全日本空輸（ＡＮＡ）は，成田・パース線の一時運休を発表しました。 

●ニュージーランドから他国に向かう外国人が，豪国内の空港で国際線へのトランジット

が可能となる措置が４８時間延長され，３月２６日（木）１２時（豪東部夏時間）まで可能

となる旨，豪外務貿易省から通知がありました。 

●豪州を含む世界各国での渡航制限や国際線フライトの大幅な減便・運休の状況に鑑み，帰

国を希望される方は，早めの出国を検討願います。 

 

【本文】 

１ 日本の航空会社のフライト一部運休について 

（１）日本航空（ＪＡＬ）は，羽田・シドニー線，成田・メルボルン線の一時運休を発表し

ました。運休期間は，ＪＬ０５１便（羽田発）が３月３１日（火）～４月３０日（木），Ｊ

Ｌ０５２便（シドニー発）が４月１日（水）～５月１日（金）となります。 

また，ＪＬ７７３便（成田発）が既に発表されている３月２１日（土）～２８日（土）に

引き続き２９日（日）～４月３０日（木）まで，ＪＬ７７４便（メルボルン発）が既に発表

されている３月２２日（日）～２９日（日）に引き続き３０日（月）～５月１日（金）まで

運休となります。 

詳細は下記航空会社のウェブサイトをご確認ください。 

○日本航空ウェブサイト 

https://press.jal.co.jp/ja/release/202003/005563.html 

（２）全日本空輸（ＡＮＡ）は，成田・パース線の一時運休を発表しました。運休期間は， 

ＮＨ８８１便（羽田発）及びＮＨ８８２便（パース発）ともに３月２９日（日）～４月２４

日（金）までとなります。但し、３月３０日のみ運航します。 

詳細は下記航空会社のウェブサイトをご確認ください。 

○全日本空輸ウェブサイト 

https://www.anahd.co.jp/group/pr/202003/20200324-2.html 

 

２ ニュージーランドからの国際トランジットに関する措置延長 

ニュージーランドから他国に向かう外国人が，豪国内の空港で国際線へのトランジット

が可能となる措置が，３月２４日正午（豪東部夏時間）までとされていましたが，４８時間

https://press.jal.co.jp/ja/release/202003/005563.html
https://www.anahd.co.jp/group/pr/202003/20200324-2.html


延長され，３月２６日１２時（豪東部夏時間）まで可能となる旨，豪外務貿易省から通知が

ありました。なお，トランジットは同一の日に行われなければならず，空港内に滞在しなけ

ればなりません。 

また，過去１４日以内に，中国，韓国，イラン，イタリアに滞在した外国人は対象外です。

本件特例措置経過後（３月２６日１２時以降）は，適用除外申請を個別に行う必要がありま

すので，下記のリンクをご参照の上，該当される方は手続きを行ってください。 

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-

forms/covid19-enquiry-form 

○豪内務省新型コロナウイルスに関する入国規制措置 

https://www.homeaffairs.gov.au/news-media/current-alerts/novel-coronavirus 

○豪内務省連絡先 

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us 

 

３ 新型コロナウイルスに関連し，世界各国で日々新たな措置が実施され，国境閉鎖や旅行

制限を導入する国が増えており，また，上記のとおり国際線フライトが大幅に減便・運休さ

れています。観光等で一時的に滞在中の方や，日本に早期帰国の必要がある方等は，早めの

出国をご検討ください。また，航空機の運航予定に変更が生じやすい状況が継続しています

ので，フライト情報をこまめにご確認いただけますようお願いします。 

 

【在シドニー日本国総領事館】   

Consulate-General of Japan in Sydney      

Level 12, 1 O'Connell Street,     

Sydney NSW 2000 Australia     

代表電話（61-2）9250-1000     

Fax（61-2）9252-6600     

Web：https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

Email：japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp 

※このメールは在留届，たびレジに登録されたメールアドレスに配信されております。     

  

※「たびレジ」簡易登録をされた方で，メールの配信を変更・停止したい場合は，以下の URL

から停止手続きをお願いいたします。     

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete 
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